
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊＊市教育振興基本計画 

（概要版） 
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教育に関連する 

ウェルビーイング

の主な要素 
自己実現 

安全安心な 

環境 

多様性への 

理解 
利他性 

サポートを 

受けられる環境 

自己肯定感 心身の健康 幸福感 協働性 
社会貢献 

意識 

学校や地域 

でのつながり 

１ みんなで目指す未来と進む方向 

基本理念と基本方針 

 

 

 

本計画では基本理念を「夢をかなえ 人をつくる 狭山の教育」として、子供から大人ま

で、誰もが、身近な社会に主体的に関わり、多様な人々との豊かな交流を通じて自己の能

力や可能性を伸ばし、自らの力で新たな価値を創造できる教育の実現を目指します。 

また、精神的な豊かさや健康、幸福や生きがいを含めた「ウェルビーイング」を高め、

人生を切り拓き、夢を叶えるとともに、公共の精神を持ち、社会の持続的な発展に貢献で

きる人材を育成する教育の実現を目指します。 

そして、基本理念の実現に向けて、教育を取り巻く様々な課題に学校・家庭・地域・関

係団体等が連携・協働して取り組んでいくために、次の３つの基本方針を定めます。 

 

 

 

 

  

２ みんなで共有したい考え方 

ウェルビーイングの向上 

○ 「ウェルビーイング」とは身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいいます。 

○ 教育分野では個人のウェルビーイングを支える要素として学力や学習環境、家庭環境、

地域とのつながりなどがあり、それらの環境整備をしていくことが重視されています。 

○ 社会情動的スキルや非認知能力を育成することも重要とされています。 

 

 

 

 

 

 

誰一人取り残されない共生社会の実現に向けた教育の推進 

○ 支援を必要とする子供たちだけでなく、全ての人がそれぞれの「長所・強み」を生かし、

互いに認め合う学びの環境づくりと、社会的包摂の実現が求められています。 

 

教育デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進 

○ 教育の質を向上させるためには、教育ＤＸの更なる推進が不可欠です。 

○ １人１台端末や教育データの活用、オンライン教育等のＤＸ推進が求められています。  

夢をかなえ 人をつくる 狭山の教育 

生きる力を備え 
未来へはばたく 

“さやまっ子”の育成  

学びが人を育み 
社会をつくる 

生涯学習社会の推進 

いつでも どこでも 
いつまでも 

誰もが親しめる 
スポーツの振興 



     

 

３ みんなで取り組むこと 

基本目標 Ⅰ 確かな学力と時代の変化に対応する力の育成 

❶ 確かな学力の育成 

❷ 時代の変化に対応した教育の推進 

❸ ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進 

❹ 幼児教育の推進 

❺ 特別支援教育の推進 
 

 

● 学力向上を目指した教育の展開 ★ 

● 情報教育の推進 ★ 

● 英語教育の充実 ★ 

● ＥＳＤ（持続可能な開発のための教育）の推進 

● 幼児教育の推進 ★ 

● 小・中学校における支援の充実 ★ 

 

基本目標 Ⅱ 豊かな心の育成と健康・体力の増進 

❶ 豊かな心の育成 

❷ 生徒指導の充実 

❸ 体力と健康の増進  
 

● 人権教育の充実 ★ 

● 不登校の防止対策の推進 ★ 

● 基礎体力の向上 ★ 

● 部活動から地域クラブ活動へのスムーズな移行 ★ 

 

基本目標 Ⅲ 質が高く魅力ある教育環境の充実 

❶ 教職員の資質の向上 ❷ 安全教育の推進 

❸ 一貫教育の推進 ❹ 一人一人の状況に応じた支援の充実 

❺ 学校施設の充実 ❻ 学校の規模と配置の適正化の推進 
 

 

● 研修の計画的な実施 ★ 

● 安全教育の推進 ★ 

● 小・中学校９年間を一貫した教育の推進 

● ヤングケアラー・ＬＧＢＴＱの児童生徒への支援 

● 学校施設のリニューアルの推進 
● 学校の規模と配置の適正化の推進 ★ 

主な取組 

主な取組 

主な取組 

施 策 

施 策 

施 策 

《 ★・・・重点取組 》 



     

 

主な取組 

主な取組 

基本目標 Ⅳ 学校・家庭・地域の絆づくりの推進 

❶ 学校・家庭・地域の連携・協働の推進 

 

● コミュニティ・スクールの機能強化 ★ 

● 地域クラブ活動の充実 ★ 
 
 

基本目標 Ⅴ 自己を磨き社会を支える豊かな学びの振興 

❶ 生涯学習活動の支援体制の充実 

❷ 生涯学習の機会や場の充実 

❸ 生涯学習の成果の活用 

 

● 生涯学習の情報提供・相談体制の充実 

● 生涯学習の機会や場の充実 ★ 

● 社会教育の充実 ★ 

● 地域クラブ活動の充実 ★  

● 学校と家庭・地域の連携・協働体制の構築 ★ 
 
 
 

基本目標 Ⅵ 元気な人づくりと競技力向上を支えるスポーツの振興 

❶ 市民のスポーツ活動の推進 

❷ 競技スポーツの振興 

❸ スポーツ施設の充実 

 

● 幅広い世代を対象としたスポーツ教室等の充実 ★ 

● 地域クラブ活動の充実 ★  

● スポーツ団体の活動の促進 ★ 

● スポーツ施設の有効利用 

● スポーツ施設の整備 

 

 

主な取組 

施 策 

施 策 

施 策 
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